
 

第 １ 号 被 保 険 者  

　  65歳以上75歳未満 

　  75歳以上 

第 ２ 号 被 保 険 者  

総　　　数 

 

第 １ 号 被 保 険 者  

第 ２ 号 被 保 険 者  

総　　　　数 

 

第 １ 号 被 保 険 者  

第 ２ 号 被 保 険 者  

総　　　　数 

介護老人福祉施設 

76 

5 

81

介護老人保健施設 

77 

1 

78

介護療養型医療施設 

39 

3 

42

計 

192 

9 

201

要介護認定を受けている方 （単位：人） 

（平成15年3月末現在） 

（単位：人） 

（単位：人） 

要 支 援  

63 

21 

42 

2 

65

要 介 護 １  

203 

52 

151 

23 

226

要 介 護 ２  

203 

51 

152 

17 

220

要 介 護 ３  

136 

23 

113 

11 

147

要 介 護 ４  

145 

26 

119 

11 

156

要 介 護 ５  

111 

22 

89 

14 

125

計 

861 

195 

666 

78 

939

要 支 援  

35 

1 

36

要 介 護 １  

135 

8 

143

要 介 護 ２  

134 

9 

143

要 介 護 ３  

75 

5 

80

要 介 護 ４  

52 

3 

55

要 介 護 ５  

42 

9 

51

計 

473 

35 

508

介護サービスを受けている方（平成15年３月審査分） 
①居宅介護（支援）サービスを受けている方 

②施設介護サービスを受けている方 

保険給付状況 

区　　　　分 

介護サービス 

　　 在宅サービス 

　　 施設サービス 

高額介護（居宅支援）サービス費 

審査支払手数料 

計 

保険給付額  

1,307,415,339円  

568,705,090円  

738,710,249円  

8,584,037円  

2,337,778円  

1,318,337,154円 

八潮市の介護保険の状況 
平成14年度の八潮市
介護保険状況は、次の
とおりです。 

B日時・期間　C場所　E対象　G内容　A持ち物　F定員　H費用　D申し込み　I問い合わせ
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I

生
涯
学
習
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
蕁
A
３
２
８

I
国
保
年
金
課
資
格
得
喪
係

蕁
A
８
２
８
・
８
２
９

I

国
保
年
金
課
賦
課
徴
収
係

蕁
A

８
３
３
・
８
３
４
・
８

３
５
・
８
３
６

．

合
併
協
議
会
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
す
か
？

．

合
併
協
議
会
と
は
、
合
併
特

例
法
に
基
づ
く
関
係
市
町
村
の

協
議
会
の
こ
と
で
す
。
そ
の
主
な
目

ＱA
市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ
＆
Ａ 

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ
＆
Ａ 

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ
＆
Ａ 

★
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
ま
せ
ん
か
！

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

は
、
納
付
を
確
認
し
た
後
に
保
険
証
を
交

付
し
ま
す
。

な
お
、
次
の
と
お
り
納
税
相
談
を
行
い

ま
す
。
対
象
の
方
に
は
、
個
別
に
通
知
し

ま
す
。

完
納
で
き
な
い
方
に
は
、
４
カ
月
間
有

効
の
短
期
保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。
保

険
税
を
滞
納
す
る
と
資
格
証
明
書
の
交
付

対
象
に
な
り
ま
す
。

◎
納
税
相
談

B
９
月
24
日
貉
（
午
前
８
時
30
分
〜
午

★
被
保
険
者
証
が
変
わ
り
ま
す
！

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
八
潮
市
国

民
健
康
保
険
証
は
、
９
月
30
日
で
有

効
期
限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
10
月
１

日
か
ら
新
し
い
保
険
証
に
な
り
ま
す
。

一
般
の
保
険
証
は
、
ウ
グ
イ
ス
色
か

ら
ク
リ
ー
ム
色
に
、
退
職
被
保
険
者

の
保
険
証
は
、
べ
ー
ジ
ュ
色
か
ら
ピ

ン
ク
色
に
変
わ
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、
10
月
１
日
ま

後
５
時
15
分
）
・
25
日
貅
（
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
８
時
）
・
26
日
貊

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
）
・
28
日
豸
（
午
前
９
時
〜
午
後

３
時
）

C
市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
（
⑥
番

窓
口
）

国
民
健
康
保
険
シ
リ
ー
ズ
澆 

介護サービスを利用する
ときには､いったん費用の
全額が自己負担になり、申
請により後から９割分が支
給されます。

保険給付分（９割）が差
し止められてしまいます。
差し止められた保険給付分
から、滞納した保険料額が
控除されます。

一定期間、９割分の保険
給付が７割に引き下げられ
るほか、高額介護サービス
費等の支給も受けられなく
なります。

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
要
介

護
者
と
な
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
段

階
に
な
っ
て
も
、
未
納
期
間
に
応
じ
て
次
の

よ
う
な
給
付
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

1年以上年以上 
滞納していると滞納していると 

1年6カ月以上 
滞納していると 

2年以上 
滞納していると 

1年以上 
滞納していると 

1年以上 
滞納していると 

1年6カ月以上カ月以上 
滞納していると滞納していると 

2年以上 
滞納していると 

1年6カ月以上 
滞納していると 

1年以上 
滞納していると 

1年6カ月以上 
滞納していると 

2年以上年以上 
滞納していると滞納していると 
2年以上 
滞納していると 

介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
制
限

的
は
、
合
併
の
主
要
な
論
点
に
つ
い

て
、
関
係
市
町
村
の
行
政
関
係
者
、

そ
し
て
地
域
の
住
民
の
方
々
が
話
し

合
い
、
大
枠
の
方
向
案
を
作
っ
て
い

く
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は

合
併
の
是
か
非
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、

新
市
名
・
新
市
役
所
の
位
置
・
合
併

の
期
日
・
合
併
の
方
式
（
対
等
合
併

か
吸
収
合
併
か
）
・
各
種
事
務
の
す

り
合
わ
せ
（
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
水
準

や
住
民
負
担
等
に
つ
い
て
ど
う
す
る

か
）
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
論
点
に
つ
い

て
議
論
し
ま
す
。

市
町
村
の
合
併
は
、
合
併
協
議
会

で
に
郵
送
い
た
し
ま
す
。
郵
便
受
け
や
玄

関
に
表
札
が
な
い
と
保
険
証
が
配
達
さ
れ

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
表
札

を
付
け
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
ア

パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
住
ま
い
の
方

は
、
ご
自
分
の
玄
関
ド
ア
に
表
札
を
付
け

て
く
だ
さ
い
。

を
設
置
し
な
く
て
も
、
法
的
に
は
可

能
で
す
。
た
だ
、
事
実
上
、
合
併
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
市
町
村
の

間
で
調
整
を
必
要
と
す
る
事
項
が
数

多
く
あ
り
ま
す
の
で
、
合
併
協
議
会

を
設
置
し
、
合
併
議
論
を
進
め
る
と

い
う
の
が
現
実
的
で
す
。

．

合
併
前
に
合
併
協
議
会
で

新
市
の
内
容
を
す
べ
て
決
め

て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す

か
？．

重
要
な
項
目
、
特
に
事
前
に
、

関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
決
が

必
要
な
項
目
に
つ
い
て
は
、
合
併
協

議
会
で
整
理
し
た
う
え
で
あ
る
程
度

決
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

新
市
の
名
称
、
合
併
の
時
期
な
ど

は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、

関
係
市
町
村
の
議
員
の
定
数
お
よ
び

任
期
の
取
り
扱
い
を
ど
う
す
る
か
と

か
、
条
例
の
取
り
扱
い
、
特
別
職
の

職
員
に
関
す
る
こ
と
な
ど
関
係
市
町

村
の
議
会
の
議
決
を
必
要
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
合
併
協
議
会
で
合

意
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
え

ま
す
。
し
か
し
、
個
々
の
サ
ー
ビ
ス
、

負
担
の
調
整
等
に
つ
い
て
は
、
合
併

協
議
会
で
決
め
て
お
く
場
合
や
、
新

市
の
行
政
状
況
等
を
踏
ま
え
て
合
併

後
に
検
討
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え

た
対
応
に
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
合
併
協
議
会
で
す

べ
て
決
め
な
い
と
新
市
が
発
足
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ＱA

【ピンク色】

【クリーム色】

16

男

099

国保　一郎

埼玉県八潮市

中央一丁目２番地１

9999

9 30

15 10 １

16

男

099

国保　太郎

埼玉県八潮市

中央一丁目２番地１

9999

9 30

15 10 １




